
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次  第 

 

    １４：３０ 開  会 

    １４：４０ 共通研修 「身体障害者手帳制度について」（事務局職員） 

    １４：５０ 講  演（障害別事例研究） 

    １６：００ 閉  会 

 

 【浦和コミュニティセンター】                   ※講師敬称略 

  １０階 第１３集会室 視覚障害（埼玉県社会福祉審議会臨時委員 江口 万祐子） 

  １０階 第１４集会室 肝臓機能障害（埼玉県社会福祉審議会臨時委員 浅野 岳晴） 

 

 

 【さいたま共済会館】                       ※講師敬称略 

  ６階 ６０１会議室 ぼうこう又は直腸機能障害・小腸機能障害 

                    （埼玉県社会福祉審議会臨時委員 大畑 昌彦） 

   ６階 ６０２会議室 肢体不自由（埼玉県社会福祉審議会臨時委員 鮫島 弘武） 

                        (埼玉県総合リハビリテーションセンター長 市川 忠） 

                  

 

主  催 埼玉県、さいたま市、川越市、越谷市、川口市      

後  援 埼玉県医師会、浦和医師会、大宮医師会、        

              さいたま市与野医師会、岩槻医師会、川越市医師会、 

                           越谷市医師会、川口市医師会 

     令 和 ５ 年 度 
     身 体 障 害 者 福 祉 法 

第１５条指定医師研修会 
 

 日 時： 令和６年１月２８日（日）１４：３０～１６：００ 

 場 所： ・浦和コミュニティセンター（視覚障害、肝臓機能障害） 

      ・さいたま共済会館（ぼうこう又は直腸機能障害・ 

       小腸機能障害、肢体不自由） 

 


